
        
                                       

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 難燃材料以上のもので、台に熱が直接伝わらない範囲の大きさとする。（例：７mm 以上の厚さのせっこうボード、コンクリートブロック等） 

※２ 火気との距離を２ｍ以上離すか、不燃性の物（※１参照）で遮蔽する。 

【台等】 

・安定した不燃性の台等を使用する。 

・台が不燃性でない場合は、金属製以外の不燃性の物※１

の上に置く。 

【ボンベ】 

・火気から離れた※２直射

日光の当たらない、風通し

の良い場所に設置する。 

・安定した場所に固定する。 

【ガソリン携行缶】 

・専用の金属容器を使用する。 

・火気から離し、直射日光を避けて風通しの良

い場所で保管する。 

・開栓時は圧力調整ねじを緩め、圧力を抜く。 

【発電機】 

・安全な場所に設置する。 

・運転中の給油は絶対にしない。 

・給油する場合は、エンジンを止め、周囲に人及び火気

がないことを確認し、風通しのよい場所で給油する。 

十日町地域消防本部 
予防課  ☎ 757-1557 

１m 以上 

【消火器】 

・10 型以上の業務用消火器を

１本以上用意する。（製造から

10 年以内であり、容器の腐食

がなく、安全ピンが付いている

ものとする。） 

・事前に操作方法を確認する。 

【ホース】 

・ひび割れ劣化等がない

かを確認する。 

・ホースと火気使用器具

は、ホースバンドで固定

する。 

・ホースの三つ又分岐は

厳禁。 

 

15cm 以上 

【火気使用器具】※IH 調理器を含む 

・周囲は常に整理し、燃えやすいもの（アルコール消毒

液など）とは、十分な距離をとる。 

・周囲の建築物、可燃物とは、側方、後方 15cm 以上、

上方 1ｍ以上の距離をとる。 

・ついたてを設置する場合、段ボールなどの可燃物は使

用しない。 

・カセットこんろは、２台以上並べて使用しない。ま

た、鍋等でボンベ部分を覆わない。 


